
大学の教員組織の在り方について
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学校教育法上の職の種
類と職名･職務内容

各大学の判断により、
例えば、主任助手等の
職を設けることや専門
性の高い職務を担う職
との間で人事交流を行

うことも考えられる。

助 手「 新 職 」
（大学の定める）特
定の事項について学
生を教授し、その研
究を指導し、又は研
究に従事する(Ｐ)
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例えば、博士課程修了後、
ＰＤを経た者などを想定
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学校教育法上の職の種
類と職名･職務内容

講座制・学科目制を例示し、その
内容を詳細に規定

各教員の役割の分担及び連携の組織的な体制
の確保や責任の明確化についての規定を新設

•期間を定め
た雇用(任期

制）や再審制
等の活用、
•准教授等へ
の昇格に当た
り厳正な審査
の実施

新しい制度

法令の諸規定を踏まえ、各大学において具体的な職務内容や各教員間の関係、具体的な教員組織の編制を決定

大学設置
基準上の
教員組織

大学設置
基準上の
教員組織

学教法上、大学の判断に
より置くかどうかを決める
ことができる職

学教法上、置かなければ
ならない職

学教法上、置かなければ
ならないが、大学の方針
や事情により置かないこ
とができる職

主たる職務が教育研
究である職

主たる職務が教育研
究の補助である職

主たる職務が教育研
究か教育研究の補助
等か曖昧な職

囲いの中の色の意味 職を囲む線種の意味
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